
はじめに

身障手帳の判定において、等級程度の判
断が最も重要で、最も難しい

身障手帳の診断書の書き方については、
レクチャーを受ける機会は乏しく、見よう見
まねで経験を積んでいることが多い



おことわり

 身障手帳の判定は、国の示す基準（身体障害者
福祉法、厚生労働省通達）はあるが、最終判断は自
治体（都道府県、政令指定都市、中核市）に委ねられて
いる

 細部においては自治体によって微妙な解釈や
判断の違いがあることは否めない

 このマニュアルは岡山市の考え方を示したもの
である


